
一次審査に関する質問に対する回答

頁 数 数 （数） 記 数

1 用語の説明 1

代表企業とは、募集要項の記載のとおり「コンソーシアムを代表
し、応募手続きを行う企業」のことを指すものであり、必ずしも
SPCへの最大出資者である必要はないという理解でよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

2 応募者の参加資格要件 15 第3 5 ⑶ ②

代表企業に求められる要件の「ＰＦＩ法第２条第６項に規定する公
共施設等運営事業の実績」について、当該事業は事業期間が長期
（10～30年）であることから、現時点で事業期間を満了した公共施
設等運営事業は但馬空港のみであると認識しています。
幅広く事業者を募集する観点から、当該実績については、事業期間
が満了していなくても対象となり、事業契約を締結していれば、実
績として認められるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおり、事業期間が満了していない事業についても、実績
として認めます。
なお、当該実績要件については、PFI法第19条に基づき公共施設等
運営権が設定され、かつPFI法第22条に基づき公共施設等運営権実
施契約が締結されている公共施設等運営事業において、運営権者又
はその構成員となった実績を対象とします。

3 応募者の参加資格要件 15 第3 5 ⑶ ②

代表企業に求められる要件の「ＰＦＩ法第２条第６項に規定する公
共施設等運営事業の実績」について、連結子会社の実績は、当該要
件の実績として認められますでしょうか。

連結子会社の実績は認められません。代表企業自らが運営権者又は
その構成員となった実績のみを対象とします。
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